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平
成
二
十
五
年
三
月
一
日

第
三
千
四
百
七
十
五
号

増

刊

①

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
二
号
）

○
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
等
の
一

　

部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
医
療
保
険
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
告
　
　
　
示
（
第
三
百
十
一
号

－

第
三
百
十
二
号
）

○
福
岡
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
適
用
を
受
け
な
い
交
付
金
及
び
給
付
金
の
指
定

　

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
財　

政　

課
）
…
…
…
…
…
二

○
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
の
一
部
改
正　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
港　

湾　

課
）
…
…
…
…
…
二

　
　
　
　
議
　
　
　
会

○
福
岡
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
議
会
事
務
局
総
務
課
）
…
…
…
…
…
三

　
　
　
　
教
育
委
員
会

○
平
成
25
年
度
に
お
け
る
福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
訓

　

令　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
四

　

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
一
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
号

　
　
　

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改

　
　
　

正
す
る
規
則

　

（
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
福
岡

県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
三
条
第
一
号
へ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ヘ　

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
（
交
付
年
度
に
お
い
て
交
付
年
度

の
前
々
年
度
の
実
績
医
療
費
（
交
付
年
度
の
前
々
年
度
に
お
い
て
市
町
村
ご
と
に
福
岡
県
国

民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
が
審
査
決
定
し
た
費
用
（
病
床
数
の
過
剰
そ
の
他
の
特
別
事
情
に

係
る
額
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
同
年
度
の
基
準
医
療
費
（
交
付
年
度
の
前

々
年
度
の
年
齢
階
層
ご
と
の
県
平
均
一
人
当
た
り
実
績
医
療
費
に
同
年
度
の
年
齢
階
層
ご
と

の
一
般
被
保
険
者
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
と
し
て
市
町
村
ご
と
に
算
定
し
た
額
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
で
除
し
た
数
が
大
き
い
市
町
村
で
あ
っ
て
医
療
費
の
適
正
化
の
た
め
の

措
置
を
特
に
講
ず
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
知
事
の
指
定
を
受
け
た
市
町
村
に
あ
っ
て
は

零
と
す
る
。
）

　
　

⑴　

交
付
年
度
の
前
々
年
度
の
実
績
医
療
費
が
同
年
度
の
基
準
医
療
費
の
〇
・
九
倍
以
下
で

あ
る
場
合　

基
準
医
療
費
の
十
万
分
の
三
百
七
十
五
に
相
当
す
る
額

　
　

⑵　

交
付
年
度
の
前
々
年
度
の
実
績
医
療
費
が
同
年
度
の
基
準
医
療
費
の
〇
・
九
倍
を
超
え

、
か
つ
、
当
該
基
準
医
療
費
の
〇
・
九
五
倍
以
下
で
あ
る
場
合　

基
準
医
療
費
の
十
万

分
の
二
百
五
十
に
相
当
す
る
額

　
　

⑶　

交
付
年
度
の
前
々
年
度
の
実
績
医
療
費
が
同
年
度
の
基
準
医
療
費
の
〇
・
九
五
倍
を
超

え
、
か
つ
、
当
該
基
準
医
療
費
以
下
で
あ
る
場
合　

基
準
医
療
費
の
十
万
分
の
百
二
十
五

に
相
当
す
る
額

　
　

⑷　

交
付
年
度
の
前
々
年
度
の
実
績
医
療
費
が
同
年
度
の
基
準
医
療
費
を
超
え
、
か
つ
、
当

該
基
準
医
療
費
の
一
・
〇
五
倍
以
下
で
あ
る
場
合  

基
準
医
療
費
の
十
万
分
の
五
十
に
相

当
す
る
額

　
　

⑸　

交
付
年
度
の
前
々
年
度
の
実
績
医
療
費
が
同
年
度
の
基
準
医
療
費
の
一
・
〇
五
倍
を
超

え
る
場
合  

基
準
医
療
費
の
十
万
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
額

　
　

⑹　

交
付
年
度
の
前
々
年
度
の
実
績
医
療
費
を
同
年
度
の
基
準
医
療
費
で
除
し
た
数
に
つ
い

て
県
内
で
最
も
小
さ
い
も
の
か
ら
順
次
そ
の
順
位
を
付
し
た
場
合
に
お
け
る
第
一
順
位
か

ら
第
六
順
位
ま
で
に
該
当
す
る
場
合　

⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
準
医

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則
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る
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
交
付
金
の
額
を
い
う
。

10　

前
項
第
一
号
の
額
は
、
条
例
第
三
条
第
二
項
の
交
付
金
の
総
額
の
九
十
分
の
十
二
に
相
当
す
る

額
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

（
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
（
平
成
二
十
一
年
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
」
に
改
め
る

。

　
　

附
則
第
四
項
中
「
平
成
二
十
五
年
度
」
を
「
平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
の
各
年
度

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付

金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
二
号
の
改
正
規
定
及
び
同
規
則
附
則
に
三
項
を
加
え
る

改
正
規
定
（
同
規
則
附
則
第
九
項
及
び
第
十
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
三
百
十
一
号

　

福
岡
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
適
用
を
受
け
な
い
交
付
金
及
び
給
付
金
の
指
定
（
昭
和
三
十
三
年
四

月
福
岡
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る

。
　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
一
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

第
四
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

40　

福
岡
県
政
務
活
動
費
交
付
金

　

福
岡
県
告
示
第
三
百
十
二
号

　

海
岸
保
全
区
域
の
指
定
（
昭
和
三
十
三
年
三
月
福
岡
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

告
　
　
　
示

療
費
の
十
万
分
の
五
百
に
相
当
す
る
額

　
　

第
三
条
第
一
号
ト
中
「基

準
給
付
費

」
を
「基

準
医
療
費
×

0

．5

」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

二　

削
除

　
　

附
則
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

　

８　

平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調

整
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
一
項
中
「
千
分
の
五
十
八
」
と
あ
る
の
は
「
千
分
の
七
十
八

」
と
す
る
。

　

９　

当
分
の
間
、
財
政
健
全
化
交
付
金
の
額
は
、
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
額

（
そ
の
額
に
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
千
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
の
合
算
額
と
す
る
。

　
　

一　

第
三
条
第
一
号
イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
に
知
事
が
別
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て

得
た
額

　
　

二　

次
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
そ
の
額
に
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切

り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
千
円
に
切
り
上
げ
る
も
の

と
し
、
式
の
値
が
負
数
と
な
る
と
き
は
零
と
す
る
。
）
に
知
事
が
別
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得

た
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

保
険
財
政
共
同
安
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

－
1

．01　　
　
×
化
事
業
交
付
金
額

　
　
　

備
考

　

１　

保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
拠
出
金
額
と
は
、
交
付
年
度
に
市
町
村
が
拠
出
す
る
国
民

健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号

）
附
則
第
十
九
条
に
規
定
す
る
標
準
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
拠
出
金
の
額
を
い
う
。

　

２　

保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
交
付
金
額
と
は
、
交
付
年
度
に
市
町
村
が
交
付
を
受
け
る

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
附
則
第
十
六
条
の
二
に
規
定
す

保
険

財
政

共
同

安
定

化
事

業
拠

出
金

額

保
険

財
政

共
同

安
定

化
事

業
交

付
金

額
·
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点
十
五　

点
十
四
か
ら
一
九
九
度
五
八
分
四
六
秒
の
方
向
に
四
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

点
十
六　

点
十
五
か
ら
一
六
九
度
四
五
分
二
九
秒
の
方
向
に
三
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

点
十
七　

点
十
六
か
ら
二
〇
八
度
二
〇
分
一
九
秒
の
方
向
に
六
・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

点
十
八　

点
十
七
か
ら
一
九
三
度
一
三
分
二
五
秒
の
方
向
に
一
一
・
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

点
十
九　

点
十
八
か
ら
二
三
五
度
五
四
分
三
四
秒
の
方
向
に
一
三
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

点
二
十　

点
十
九
か
ら
二
三
二
度
〇
六
分
〇
三
秒
の
方
向
に
三
一
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

点
二
一　

点
二
十
か
ら
二
一
五
度
五
六
分
四
八
秒
の
方
向
に
八
・
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

点
二
二　

点
二
一
か
ら
二
一
四
度
五
七
分
四
九
秒
の
方
向
に
七
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
福
岡
県
議
会
告
示
第
一
号

　

福
岡
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
一
日

福
岡
県
議
会
議
長　
　

松　

本　

國　

寛　
　

　
　
　
　

福
岡
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
三
月
福
岡
県
議
会
告
示
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

福
岡
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程

　

第
一
条
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
中
「
第
四
条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
中
「
第
五
条
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
の
見
出
し
中
「
政
務
調
査
費
」
を
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中

「
第
七
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
を
削
り
、
第
六
条
を
第
五
条
と
す
る
。

　

第
七
条
中
「
政
務
調
査
費
経
理
責
任
者
」
を
「
政
務
活
動
費
経
理
責
任
者
」
に
、
「
政
務
調
査
費
の

支
出
」
を
「
政
務
活
動
費
の
支
出
」
に
、
「
政
務
調
査
費
の
交
付
」
を
「
政
務
活
動
費
の
交
付
」
に
改

め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

　

第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る

う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
一
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

第
百
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

百
十
七　

玄
界
灘
沿
岸　

芦
屋
海
岸　

夏
井
ヶ
浜
地
区
海
岸

　

㈠　

区
域

　
　
　

点
一
か
ら
点
二
二
ま
で
の
各
点
を
順
次
に
結
び
、
点
一
に
帰
す
る
線
に
囲
ま
れ
た
区
域(

延
長

二
二
八
・
四
七
メ
ー
ト
ル)

　

㈡　

基
準
点
、
基
点
及
び
点
の
表
示
（
角
度
は
方
眼
北
方
位
角
と
す
る
。
）

　
　
　

基
準
点　

遠
賀
郡
芦
屋
町
大
字
山
鹿
一
五
九
二
番
地
に
あ
る
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
の
三
等

三
角
点
山
ノ
内
（
北
緯
三
三
度
五
四
分
〇
二
秒
九
〇
二
七
、
東
経
一
三
〇
度
三
九
分

五
三
秒
三
〇
〇
七
）

　
　
　

基
点　

遠
賀
郡
芦
屋
町
大
字
山
鹿
地
内
に
あ
る
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
三
級
基
準
点

三
〇
二
号
（
北
緯
三
三
度
五
四
分
五
三
秒
七
三
七
四
、
東
経
一
三
〇
度
四
〇
分
〇
一
秒

六
四
五
一
）

　
　
　

点
一　

基
点
か
ら
六
九
度
〇
五
分
四
二
秒
の
方
向
に
三
四
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

点
二　

点
一
か
ら
三
一
〇
度
四
四
分
五
三
秒
の
方
向
に
五
五
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

点
三　

点
二
か
ら
四
〇
度
四
四
分
五
一
秒
の
方
向
に
二
一
〇
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

点
四　

点
三
か
ら
一
三
〇
度
四
四
分
五
一
秒
の
方
向
に
五
二
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

点
五　

点
四
か
ら
二
一
五
度
〇
一
分
三
三
秒
の
方
向
に
二
一
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

点
六　

点
五
か
ら
二
五
〇
度
一
七
分
〇
九
秒
の
方
向
に
二
三
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

点
七　

点
六
か
ら
一
九
一
度
五
九
分
五
二
秒
の
方
向
に
二
五
・
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

点
八　

点
七
か
ら
二
二
三
度
四
〇
分
二
八
秒
の
方
向
に
一
三
・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

点
九　

点
八
か
ら
二
一
三
度
〇
五
分
一
五
秒
の
方
向
に
七
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

点
十　

点
九
か
ら
一
八
九
度
〇
二
分
〇
七
秒
の
方
向
に
一
三
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

点
十
一　

点
十
か
ら
二
一
五
度
〇
一
分
〇
一
秒
の
方
向
に
一
四
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

点
十
二　

点
十
一
か
ら
二
四
六
度
二
九
分
〇
八
秒
の
方
向
に
七
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

点
十
三　

点
十
二
か
ら
二
七
七
度
四
五
分
〇
二
秒
の
方
向
に
一
〇
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

点
十
四　

点
十
三
か
ら
二
四
〇
度
二
八
分
一
三
秒
の
方
向
に
二
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

議
　
　
　
会
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。
　

別
表
を
削
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「政

務
調
査
費

」
を
「政

務
活
動
費

」
に
、
「第

４
条

」
を
「第

５
条

」
に
改
め
る

。
　

様
式
第
二
号
中
「政

務
調
査
費

」
を
「政

務
活
動
費

」
に
、
「第

４
条

」
を
「第

５
条

」
に
改
め
る

。
　

様
式
第
三
号
中
「政

務
調
査
費

」
を
「政

務
活
動
費

」
に
、
「第

４
条

」
を
「第

５
条

」
に
改
め
る

。
　

様
式
第
四
号
中
「政

務
調
査
費

」
を
「政

務
活
動
費

」
に
、
「第

５
条

」
を
「第

６
条

」
に
改
め
る

。
　

様
式
第
五
号
中
「政

務
調
査
費

」
を
「政

務
活
動
費

」
に
、
「第

７
条

」
を
「第

８
条

」
に
、
「但

し

」
を
「た

だ
し

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
号
中
「政

務
調
査
費

」
を
「政

務
活
動
費

」
に
、
「第

６
条

」
を
「第
５
条

」
に
改
め
る

。
　
　
　

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
一
日

福
岡
県
教
育
委
員
会　
　

　
　
　

平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
訓
令

　

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
訓
令
は
、
福
岡
県
教
育
庁
組
織
規
則
（
平
成
十
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）

第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と

い
う
。
）
を
市
町
に
駐
在
さ
せ
、
も
っ
て
行
政
の
適
正
か
つ
能
率
的
な
遂
行
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

第
二
条　

駐
在
さ
せ
る
職
員
（
以
下
「
駐
在
職
員
」
と
い
う
。
）
の
駐
在
場
所
等
は
次
の
と
お
り
と

す
る
。

　

（
指
揮
系
統
）

第
三
条　

駐
在
職
員
は
、
所
属
機
関
の
長
の
指
揮
を
受
け
て
、
そ
の
事
務
に
従
事
す
る
。

　

（
補
則
）

第
四
条　

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
こ
の
訓
令
の
失
効
）

２　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

教
育
委
員
会

区　

分

駐
在
場
所

所
属
機
関
名

担
当
事
務

連
絡
事
務
関

係

北
九
州
市

久
留
米
市

飯
塚
市

春
日
市

遠
賀
郡
遠
賀
町

福
岡
県
教
育
庁
教
育
振
興

部
体
育
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
団
体

と
の
連
絡
事
務
に
関
す
る
こ
と

。


